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岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた
意思疎通手段の利用の促進に関する条例（概要）

　この条例は、「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」の目的
である「共生社会」の構築に向けて、手話言語の普及※1、障害のある人の意思疎通手段※2

の利用の促進に関する具体的な取組み等を定めた条例です。障害の有無にかかわらず、安
心して暮らせる社会、障害のある人が意欲と能力に応じて活躍できる社会の実現に向けて
制定されました。
※１「手話言語の普及」とは、手話が言語の一つであることを普及すること
※２「障害のある人の意思疎通手段」とは、手話、要約筆記、点字、音訳、筆談、代読、代筆その他の
　　　障害のある人が他者との意思疎通を図るため（または補助するため）の手段

●基本理念
全ての県民が、手話言語をろう者が日常生活、社会生活を営むために使われてきた言語として認識し、障
害の特性に応じた意思疎通手段の必要を認めて利用を促進します。
●県の役割
手話言語に関する県民の理解の促進／障害のある人が意思疎通手段を利用しやすい環境の整備／教育活
動、広報活動等を通じた基本理念に対する県民の理解の促進／市町村や関係機関との連携。　

●県民の役割
県民は、基本理念にのっとり、意思疎通手段を理解するよう努めます。
●事業者の役割
障害のある人へのサービスの提供、また雇用する際に意思疎通手段のための合理的な配慮を行います。
●障害のある人等の役割
県民の理解促進及び意思疎通手段の普及に努めます。意思疎通手段を利用するのに障壁を感じた場合は周
囲の人に積極的に伝えます。
●基本的施策
・県政情報や災害時等の必要な情報を取得できるように障害に応じた意思疎通手段で発信し、障害のある人
が他者との意思疎通を図ることができるようにします。
・支援者（手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等を行う者）及びその指導者の育成、派遣等の体
制を整備します。
・県民が意思疎通手段の利用促進に理解を深めるため、啓発や学習機会の確保を行います。
・学校教育で基本理念や意思疎通手段の理解促進を行います。また、意思疎通手段を必要とする幼児、児童
及び生徒が通学する学校等で、意思疎通手段による学習環境の整備、教職員の手話等に関する知識・技術
の向上、児童生徒や保護者からの相談への対応等を行います。
・事業者が障害のある人へのサービス提供、障害のある人を雇用する際の
意思疎通手段の利用に関する合理的な配慮の取組みに対して、必要な協力をします。
・意思疎通手段の発展のための調査研究を推進、その成果の普及へ協力します。
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　「手助けしたほうがよいだろうか」と思っても、「きっと他の人が援助してくれるだ
ろう」「援助したくてもどうすればよいかわからない」などいろいろ考えて躊

ちゅう

躇
ちょ

してし
まうかもしれません。でも、本当はあなたの助けを必要としているのかもしれません。
まずは「声をかけて」ください。もし助けが必要なかったとしても決して無駄なこと
ではありません。ただし、自分がよいと思った方法で手助けしても、本人にとっては
かえって迷惑になってしまうこともあります。この冊子では障がいのある人へのサ
ポートに関する基礎的な知識を紹介しています。あなたの「手助けしたい」気持ちを
実行に移すためにぜひお役立てください。

まちで困っている障がいのある人に出会ったらどうしますか？

●本人が何を必要としているか

●コミュニケーションを大切に

●プライバシーには立ち入らない

障がいのある人へのサポートの基本

　どんな手助けを必要としているのか、「何かお手伝いできることはありますか？」など
と、まず本人に聞いてみましょう。

　ゆっくり、はっきり、ていねいな言葉づかいで話しかけ、安心感を持たれるコミュニ
ケーションを心がけましょう。

　援助するのに必要がないことは聞かないなど、プライバシーには配慮しましょう。

わたし あなた

＊聴覚障がいのある人のなかには手話を身につけていない人もいます。　＊ここに紹介した手話と違う表現の手話もあります。

　右手の人さし
指で自分の鼻の
あたりを指す

　右手の人さし
指で相手を指す

　親指と人さ
し指で眉間を
つまむような
しぐさをして、

　その手の指をそろ
え、頭を下げながら
上から下へ下ろす

（表情も合わせて）

おはよう

ありがとう

こんにちは

ごめんなさい

　安心してくださいと
いうように、右手のひら
で胸を軽くたたきます

わかりました

　右手の人さし指を
立てて左右に振る

どうしました

　右手の人さし指と
中指を立てて額に当
てる（お昼を表す）

　右手でこぶしを作
り、こめかみのあたり
に当ててから下ろす

（朝起きるのを表す）

　左手の甲の上に
右手を直角に当て
上に上げる（力士
が手刀を切る動作
と同じ）

手話は言語

● 手話を覚えよう
　手話は、聴覚障がいの人にとって大切な言語です。まずは手話に興味をもち、簡単で身近なものから覚えて、
積極的に使ってみましょう。

　平成 18年に国連総会において「障害者権利条約」が採択され、手話が言語に含まれることが
明記（条約第二条）され、世界的に「手話は言語」であることが認められました。また、わが国
においても平成 23年に「障害者基本法」が改正され、「言語（手話を含む）」と明記されました。
　手話は、ろう者が日常生活または社会生活において意思表示をはかるために使用している独自
の体系を有する言語であって、音声言語と同じ文化的所産です。日本語に方言があるように、手
話も地域によって表現が異なり、また国や性別、年代によっても違っています。
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　聴覚障がいのある人のコミュニケーション方法には、手話、指文字、口話（口の形で言葉を読み取
る）、筆談などの方法があります。生まれつき聞こえない人や音声言語を身につける前に聴覚障がいと
なった人はおもに手話を使う人がいます。途中で聞こえなくなった人の中には手話を使わずに音声で
話せる人もいます。正対していないと話しかけられても気づかないことがあります。（無視しているわ
けではありません。）気づかない様子が見られたときには肩を軽くたたくなどして知らせましょう。ま
た話しかける時は正面に立ち、口の形や表情をはっきり見せるようにして話しましょう。

　事故などによる運行中止などの緊急放送がわからなくて、取
り残されてしまう場合があります。電光掲示板のお知らせを指
し示したり、筆談で情報を知らせたりしましょう。

　災害などの緊急時のサイレンや避難誘導の指示が放送されて
いても気づかないことがあるので、身ぶりや筆談などで状況や
避難についての情報を伝えましょう。あらかじめ緊急時のサイ
ンを決めておくと素早い対応ができます。
　また、一人暮らしの聴覚障がいのある人がいる場合は、情報
が伝わっているか近所のみんなが確認するようにしましょう。

　聴覚障がいのある人は、後ろから来る自動車のクラクション
や、自転車のベルが聞こえません。「何か聞こえない理由がある
かもしれない」と思い、無理に追い越さないようにしましょう。

　伝えたいことを紙などに字や図で書いて伝えます。長い文
章だと理解するのに時間がかかり、わかりにくい場合もある

ので、短くわかりやすい文を心がけましょ
う。また、スマートフォンやタブレット型端
末があれば、それを使って文字を表示した
り、メールを活用することもできます。

●電車やバスの利用時に

●災害を知らせるサイレンが鳴ったときに

●自転車や車の運転中に

●筆　談

接 し 方

こんなときに手助けを

　聴覚障がいのある人どうし、または聞こえる人とのコミュニケーショ
ン手段。手や指の動きだけでなく口や表情、動作も合わせて表現する視
覚的な言語です。　▶裏表紙 参照

●手　話

　指を使って 50 音を表します。手話で表現できない単語を表すときに
使います。　▶ P7 参照

●指文字

　補聴器をしている人などに話しかけるときは、

大きな声で話しかけたほうがよいと思いがちで

すが、音を感じる器官（内耳）を損傷している場

合などは発音が明瞭に聞き取れないので、大きな

声では余計に声が割れて聞き取りにくくなりま

す。普通の声の大きさで、ゆっくり、はっきり、

ていねいに、言葉を区切りながら話しましょう。

大声で話しかけないで！

すごく混ん
でいるので

チケットを
買うまでに

30分くら
いかかる

　　　　
　そうです

混んでいるチケット購入 約30分必要

　聴覚障がいのある人の聞こえ方は「全く聞こえない」「わずかに
聞こえる」「雑音と聞き分けられない」などさまざまです。生まれ
たときから聞こえない人、途中で聞こえなくなった人がいます。
そして、補聴器や人工内耳を使っているからと言って、会話がす
べて聞きとれるとは限りません。話し方や外見では聴覚障がいが
あるかどうかはわかりにくいことがあります。

聴覚障がいのある人
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　視覚障がいのある人の見え方は「全く見えない」「ぼやけて見える」「中心（ま
たは周り）が見えない」「暗いと見えにくい」「まぶしくて見づらい」など、さ
まざまなため、歩くことや読み書きすること、身の回りのことをするときなど
に困る場合があります。

　視覚障がいのある人は、困っていても周りの状況がわからないの
で、助けを求められないことがあります。「何かお困りですか」な
どとこちらから声をかけましょう。

　音声案内のない信号の横断歩道では、信号が赤なのか青なの
かがわかりにくいため、「赤ですよ」「青になりましたよ」など
と声をかけましょう。必要なら誘導して一緒にわたりましょう。

　駅のホームでは線路への転落の危険があります。視覚障がい
のある人を見かけたら、声をかけましょう。また乗客の列に並
んでいて電車が来たのに気づかない場合には、「列が動きました
よ」などと声をかけましょう。

　トイレに案内するときは入り口までではなく、個室の中まで
案内して中の様子を説明しましょう。「和式か洋式か」「便器の
向き」などを説明し、「トイレットペーパーや水洗レバーの位置」
などをできれば手をとってさわって確認してもらいましょう。

　「あちら」「こちら」や「あれ」「それ」では相手にはわかりませ
ん。「あなたの 30 センチ右」「２歩前」など具体的に説明しましょ
う。また、相手の手をとって直接さわって確認してもらいましょう。

　本人の希望する側に立って、あなたの腕や肩をつかんでもらい、
少し前を速度を合わせて歩きましょう。ただし、交通が激しい道
路などでは、視覚障がいのある人がより安全な側にくるように立つ
ようにしましょう。
　相手を引っ張ったり、押したりして自分勝手なやり方で誘導する
ことは、視覚障がいのある人に恐怖感を与えるだけでなく、転倒さ
せる恐れもあります。決してやらないようにしましょう。

　盲導犬には交差点や段差、自動車の接近などを知らせたりして、安全な歩行を助け
る大切な役割があります。盲導犬がおとなしいからといって、かまって注意をひくよ
うなことをするのは、盲導犬の仕事の邪魔をすることになってしまいます。

●まず、こちらから声をかける

●横断歩道で

●駅のホームで

●トイレで

●「あれ」や ｢あちら｣ ではなく具体的に説明する

●誘導は本人の希望に合わせて

●盲導犬に接するとき

接 し 方

こんなときに手助けを

　点字ブロック（視覚障がい者誘導用ブロック）

は、視覚障がいのある人が一人で歩行できるよう

安全に誘導するために設置してあります。その道

しるべの上に自転車や床マットなどが置いてある

と進む方向がわからなくなり迷ってしまいます。

点字ブロックの上に物を置かないでください！

視覚障がいのある人

● 白杖 SOS シグナル普及啓発シンボルマーク
　視覚障がいのある人が困っているときに、白杖を高く掲げて周りに手助けをもとめる「白杖 SOSシ
グナル」を知ってもらうためのマークです。（白杖は弱視の人も使います。）



6 7

　盲ろうとは、「目（視覚）」と「耳（聴覚）」の両方に障がいがある状態です。人によって
タイプはさまざまですが、視覚と聴覚という主要な 2 つの感覚機能に障がいがあるため、
日々の生活での情報の入手や、人とのコミュニケーションなどでなにかと困難が多いです。

こんな配慮や手助けを

　点字がわかる場合は、速記用点字タイプライ
ターなどを利用して、コミュニケーションをとり
ます

●点字
　指を使って50音を表します。盲ろうの人は、そ
の指に触れたり、残っている視力で見たりするこ
とで読み取ります。アルファベットを使ったロー
マ字式の指文字もあります。　　　　▶ P7 参照

●指文字

指文字

　視力が残っている場合は筆談を利用し、見え方にあわせて文字
の大きさや太さなどを工夫しましょう。
　聴力が残っている場合は、耳元や補聴器のマイクに話しかけま
しょう。聞こえ方にあわせて声の大きさや話す速さなどに配慮し
ましょう。

●視力や聴力が残っている場合

　盲ろうの人は、そばに人がいることに気づきにくいので、肩や
手に触れてから会話をはじめましょう。
　また、急に手を離されると情報が得られなくなるなど不安にな
るので、常に盲ろうの人のどこかに触れながら会話をすることを
心がけましょう。

●触れ合って会話をする

　会話の途中で一時的にその場を離れるときなどは、離れる理由や時間を伝えましょう。何も伝えず
に離れると、盲ろうの人はその状況がわからず、混乱したり不安になったりすることがあります。

●会話の途中でその場を離れるとき

人の名前や場所など、手話では表現できない固有名詞などを表すときに使います。
（相手側から見た形です）

あ い う え お ま み む め も

か き く け こ や ゆ よ

さ し す せ そ ら り る れ ろ

た ち つ て と わ を ん

な に ぬ ね の

は ひ ふ へ ほ

手前に
少し引く 上に移動させる

濁音
（例：ぎ）

半濁音（例：ぽ）促音
（例：○○っ○）

横に移動
させる

　「全く見えず全く聞こえない」「全く見えなくて少し聞こえる」「少し見えて全く聞こえない」「少し
見えて少し聞こえる」といった状態や、盲ろうになるまでの経緯などによって、コミュニケーション
方法は異なります。その人にあった方法を選びましょう。

接 し 方

　盲ろうの人の手のひらに文字を書いて言葉を伝えます。また、盲ろう
の人の指をとって、机の上などに文字を書く方法もあります。

●手書き文字

　おたがいに手話がわかる場合は、こちらが手話の形を示し、盲ろうの
人がその手に触れて意思疎通をします。また、盲ろうの人の手指をとっ
て、こちらが伝えたいことを手話の形にする方法もあります。

●触手話

　指を点字タイプライターの 6 つのキーに見立てて、指に触れることで、直接文字
を伝えます

●指点字

盲ろうの人
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　音声機能障がいとは、言語障がいの一種で、話すときに、声が出ない、声の大小・高低
が調節できない、声がかすれるといった「発声」にかかわる症状や、ろれつが回らない、言
葉が不明瞭になる、話し方に抑揚がなく単調になるといった「発音（構音）」にかかわる症
状があらわれます。

こんな配慮や手助けを

　多くの場合、病気などによる唇、舌、声帯など発声や発音にかかわる器官の運動機能の障がいによっ
て「言葉が出にくい状態」になっています。失語症（P10、11 参照）のような脳の言語中枢の障がい
ではないので、基本的に言語知識に問題はありません。その人にあったコミュニケーション方法を選
びましょう。

接 し 方

　障がいのせいで言葉が出にくい状態なので、ゆっくりと、短
い言葉で話してもらいましょう。また、こちらも相手の話すペー
スにあわせて、ゆっくりと応対しましょう。

●ゆっくり話してもらう

　音声機能障がいのある人は、伝えたい言葉があるのに、うま
く発声・発音できないことで大きなストレスを抱えています。会
話の途中で言葉に詰まったときなどは、相手を急かさず、お互
いが気持ちに余裕をもてる状態で話しましょう。

●急かさない

　音声機能障がいのある人の聞き取りにくい言葉を理解しやす
いように、会話をするときは、なるべく静かで落ち着いた環境
をつくりましょう。
　テレビをつけている場合はボリュームを下げたり、屋外の雑
音が入る場合は窓を閉めるなどの配慮を心がけましょう。

●静かな環境をつくる

　話し言葉だけでの会話が難しいときは、筆談を組み合わせて
コミュニケーションをはかりましょう。また、紙に文字を書く
だけでなく、パソコンやスマートフォンに文字を表示したり、
メールを送ったりするなど、障がいの状態に応じた工夫をしま
しょう。

　聞き取りにくいところがあったときは、相手の気分を害さないように配慮しなが
ら、もう一度言ってもらいましょう。わかったふりをして会話を進めると、思わぬ誤
解が生じるおそれがあります。

●筆談

●わかったふりをしない

　音声機能障がいのある人の場合、姿勢を安定さ
せることで、声が大きくなることがあります。会
話するときは、相手の姿勢に留意してみましょう。

　音声機能障がいのある人の場合、音の誤りが一
定している場合があります。聞く側がこれに慣れ
ると、何を言っているのか、ある程度予想できる
ようになります。

●姿勢を安定させる ●言い間違いに慣れる

　話し言葉だけでの会話が難しいときに、筆談を組み合わせてコミュニ

ケーションをはかることは有効ですが、手や指のマヒなどでうまく文字が

書けないこともあります。

　その場合は、あいうえおの 50 音が示された「50 音表」を利用しましょ

う。順番に文字を指差してもらうことで、相手の伝えたい言葉を理解する

ことができます。

「 5 0音表」で会話を補足する

音声機能障がいのある人
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　失語症とは、病気などで損傷した脳の言語中枢の障がいによる高次脳機能障がいのひとつ
です。「話すこと」だけでなく、「聞くこと」「読むこと」「書くこと」といった言葉を使った
あらゆる活動に支障が起こります。症状は人によってとても多種多様ですが、記憶や社会性、
状況判断能力などは保たれているので、適切な配慮があればコミュニケーションは可能です。

こんな配慮や手助けを

お も な 失 語 症 の タ イ プ

　失語症の人と会話をするときは、まずは、ゆっくりと、わかり
やすい言葉で、文章を短く区切って話すことを心がけましょう。
　さらに、文字、絵、図、写真、ジェスチャーを使う、実物を
示す、実際にその場に行くなどして、話すだけでは伝わりにく
い内容を補足しましょう。

●話し言葉以外も利用する

　特に「話すこと」に困難がある人に対しては、「はい」「いい
え」で答えられる簡潔な質問をすることも有効です。広い範囲
から質問を積み重ねていくことで、話の内容を絞り込んでいく
ことができます。
　質問にあわせて、想定される答えをいくつか書いた紙を見せ、
そこから選んでもらうのもよいでしょう。

●「はい」「いいえ」で答えられる質問

　誤解を避けるために確認は必要ですが、意思の
疎通を大切にして、内容がわかれば、言い間違い
や書き間違いなどの訂正を無理強いすることは
やめましょう。

　わかりやすい言葉で話しかけることは大切で
すが、それは子どもに話しかけるときのイメージ
とは違います。その人の年齢にふさわしい言葉で
話しかけましょう。

●間違いにこだわらない ●子ども扱いしない

　「話すこと」が困難な人とのコミュニケーションを補足するために、あ

いうえおの 50 音が示された「50 音表」があります。しかし、仮名の 50

音表は、失語症の人には向いていません。

　失語症の人は、一般に音を表す仮名よりも、意味を表す漢字のほうが理

解しやすい傾向があります。筆談をするときも、漢字を適度に使うように

しましょう。

失語症の人に「 5 0音表」は使わない

　言葉を「聞いて理解すること」は比較的できて
も、おもに「話すこと」に困難が生じている失語
症です。
　話し方がたどたどしくなったり、短い言葉の羅
列となったりすることなどがあります。また、多
くの人が右の手足にマヒをともなっています。

ブローカ失語（運動性失語）
　言葉を「話すことは」比較的スムーズにできて
も、おもに「聞いて理解すること」に困難が生じ
ている失語症です。
　なめらかに話しながら、言葉の錯誤（言い誤り）
なども多いので、特に失語症とは知らない人との
コミュニケーションに支障が出ることがあります。

ウェルニッケ失語（感覚性失語）

　喚語困難（言葉が出でこない・浮かんでこない）
が多く見られる失語症です。
　言葉を思い出せないことは誰にでもあります
が、健忘失語の人はこれが日常的に起こります。
特に物や人の名前など名詞を思い出すのが困難
で、回りくどい話し方になる傾向があります。

健忘失語（失名詞失語）
　おもに言葉を「復唱すること」に困難が生じて
いる失語症です。
　たとえば、何気なく口にした言葉は、なめらか
で内容も正確ですが、「もう一度言ってください」
などと言われて、復唱を意識すると、うまく言え
なくなるといった症状があらわれます。

伝導失語

　「話す」「聞く」「読む」「書く」のすべてに困難が生じている失語症です。
　重症度の高い状態ですが、本人がその場の状況を理解することができれば、意思
の疎通は可能です。

全失語

失語症の人
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肢体不自由のある人

　精神障がいは、精神疾患のため精神機能に障がいが生じて、日常生活や社会生活をおく
ることが難しくなります。おもな精神疾患には統合失調症、双極性障害、うつ病、アルコー
ル依存症、薬物依存症、不安障害、PTSD、認知症などがあります。

　ストレスに弱く精神的に疲れやすいので、常に本人の調子（コンディション）を見ながら、無
理をさせないように気をつけましょう。

●調子をみながら接
し
方

精神障がいのある人

接
し
方

　肢
し

体
たい

不自由は病気やけがによって上
じょう

肢
し

や下
か

肢
し

などの機能に障がいがあるため、立ったり
座ったりや歩行が困難な人がいます。移動については車いすを使う人や杖

つえ

を使う人、義足
を使っている人など障がいの程度によってさまざまです。また、言語障がいがある人もい
ます。

　車いすを利用している人と話す場合は、立ったままで話をすると上から見下ろしているよう
な心理的負担を与えるので、かがんで目線に合わせて話すようにします。

●同じ目線で話す

　マヒなどにより言葉がうまくしゃべれず、聞き取りにくかったときは曖
あい

昧
まい

にせず確認するよ
うにします。また、そのときはその人の年令相応の言葉を使うようにします。

●聞き取りにくい場合は確認を

筋萎縮性側索硬化症（ALS）の人
　筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、治療方法が確立していない難病のひとつで、発症する
と、筋肉の萎縮や筋力の低下が急速に進行します。言葉を発することに必要な器官の筋肉
の障害や、筆談に必要な手や指のマヒなどによってコミュニケーションに困難が生じます。
ただし、視覚や聴覚、記憶や知性などは保たれています。残された能力に応じたコミュニ
ケーション方法が必要です。

　症状の進行に応じて、口元のわずかな動きを読み取れる専門の通訳者の助力を
受けたり、意思伝達装置などの専門機器を使ったりすることを考えましょう。

●専門家や専門機器を利用する

　文字を書くことはできなくても、手や足の指などで文字盤を指し示す、また、
よく使う単語をカードにして指し示してもらうことでコミュニケーションがは
かれます。

●文字盤を利用する

接
し
方

　発達障がいとは、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害 (LD)、注意欠如・多動性障害
（ADHD）など脳の一部の機能障害で、発達のしかたが通常と異なり知的障害を伴うこと
もあります。多くは低年齢で症状があらわれますが、大人になってから障がいがあるとわ
かることもあります。

発達障がいのある人

　集中できる時間が短いことがあるので、できるだけ短い言葉や文章、絵や写
真などを使い、ゆっくり説明しましょう。また、落ちつかせよく状態を見て、
話をしましょう。

●短い言葉や絵を用いる
接
し
方

　知的障がいは、何らかの理由により知的機能の発達に遅れが出て、社会生活への対応が
難しい人です。重度の障がいがある人は同伴者を必要とすることもありますが、障がいが
軽度の場合は社会に出て働いている人も多くいます。

知的障がいのある人

　一度にたくさんのことを理解することは難しいので、短い文（言葉）で話しかけましょう。ま
た理解しやすいようにゆっくり、はっきり、ていねいに、そして繰り返しましょう。

●ゆっくり、ていねいに説明する接
し
方


